
目

次

条

例

○
青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
議
会
議
事
課
）
…
二

訓

令

○
技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
人

事

課
）
…
三

議

会

○
青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
議

事

課
）
…
五

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
六

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
八

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第98号令和７年12月15日 月曜日

号
外
第
九
十
八
号

令
和
七
年十

二
月
十
五
日

（
月
曜
日
）



条

例

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
六
十
七
号

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
委
員
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
委
員
会
又
は
委
員
長
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
文
書
」
を
「
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
文
書
で
」
を
「
文
書
若
し
く
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
前
条
」
の
下
に
「
（
（
代
理
人
又
は
文
書
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
）
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

第
一
条

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
・
五
、
十
二

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
209,000」
を
「
217,300」
に
、
「
219,500」
を
「
227,800」
に
、
「
227

,500」
を
「
235,900」
に
、
「
239,700」
を
「
248,600」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
五
条
、
附
則
第
六
項
関
係
）

技
能
職
等
給
料
表

職
員
の

区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円

12345

198,200

199,900

201,600

203,300

205,000

240,400

241,200

242,000

242,700

243,400

260,400

261,300

262,200

263,100

264,100

291,600

292,300

293,000

293,500

294,100

319,000

320,300

321,600

322,800

323,700

67891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556

206,700

208,300

209,900

211,500

213,000

214,500

215,900

217,300

218,800

220,300

221,800

223,200

224,600

226,000

227,400

228,800

229,800

230,900

232,000

233,000

233,800

234,700

235,500

236,400

237,200

238,000

238,800

239,600

240,100

240,600

241,100

241,700

242,200

242,700

243,200

243,700

244,000

244,300

244,700

245,100

245,500

245,900

246,300

246,600

246,900

247,200

247,500

247,700

248,000

248,300

248,600

244,100

244,900

245,600

246,400

247,100

247,800

248,400

249,100

249,500

250,000

250,400

250,900

251,300

251,800

252,200

252,500

252,800

253,100

253,400

253,900

254,400

254,800

255,300

255,800

256,300

256,700

257,100

257,400

257,900

258,400

258,800

259,200

259,700

260,100

260,500

260,900

261,300

261,800

262,100

262,400

262,800

263,200

263,500

263,900

264,300

264,600

264,900

265,300

265,600

265,900

266,300

265,000

266,000

266,900

267,800

268,600

269,300

269,700

270,300

270,700

271,100

271,500

271,900

272,400

272,900

273,500

274,200

274,800

275,400

276,200

277,000

277,700

278,200

278,900

279,700

280,400

281,100

281,700

282,400

283,100

283,800

284,400

285,000

285,700

286,300

286,800

287,200

287,700

288,100

288,500

289,000

289,500

290,000

290,300

290,700

291,100

291,500

292,000

292,300

292,700

293,200

293,700

294,700

295,300

295,800

296,300

296,900

297,500

297,900

298,300

298,800

299,200

299,500

299,900

300,300

300,700

301,000

301,300

301,700

302,100

302,400

302,700

303,100

303,400

303,800

304,100

304,600

305,000

305,500

306,000

306,400

306,900

307,400

307,900

308,500

309,100

309,800

310,300

310,800

311,400

311,900

312,400

312,900

313,500

314,100

314,700

315,400

316,100

316,800

317,400

318,100

318,700

319,300

324,900

326,100

327,200

328,200

329,200

330,300

331,400

332,400

333,400

334,500

335,600

336,600

337,700

338,800

339,800

340,800

341,800

342,700

343,700

344,700

345,600

346,600

347,600

348,600

349,600

350,600

351,500

352,400

353,300

354,100

355,000

355,900

356,900

357,900

358,800

359,700

360,600

361,500

362,300

363,100

363,900

364,700

365,400

366,100

366,900

367,700

368,300

369,000

369,600

370,300

371,000
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定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
以
外

の
職
員

57585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899
100

101
102

103
104

105
106

107

248,800

249,100

249,400

249,600

249,800

250,100

250,400

250,600

250,800

251,100

251,400

251,600

251,800

252,100

252,400

252,600

252,800

253,100

253,400

253,600

253,800

254,100

254,400

254,600

254,800

255,100

255,300

255,600

255,800

256,000

256,300

256,600

256,800

257,100

257,400

257,600

257,800

258,100

258,400

258,600

258,800

259,100

259,400

259,600

259,800

260,100

260,400

260,600

260,800

266,600

266,900

267,200

267,500

267,800

268,100

268,400

268,700

268,900

269,200

269,500

269,700

269,900

270,200

270,500

270,700

270,900

271,200

271,500

271,700

271,900

272,200

272,500

272,700

272,900

273,200

273,500

273,700

273,900

274,100

274,400

274,700

274,900

275,100

275,400

275,600

275,900

276,200

276,500

276,700

276,900

277,200

277,400

277,700

277,900

278,100

278,400

278,700

278,900

279,100

279,400

294,100

294,700

295,200

295,800

296,400

296,900

297,500

298,000

298,500

299,000

299,500

300,000

300,400

300,800

301,200

301,600

302,000

302,300

302,700

303,100

303,500

303,900

304,300

304,700

305,000

305,500

305,900

306,400

306,700

307,200

307,700

308,000

308,400

308,900

309,400

309,900

310,200

310,600

311,000

311,500

311,900

312,300

312,600

312,900

313,200

313,600

313,900

314,300

314,600

315,000

315,400

319,900

320,600

321,300

321,900

322,400

322,900

323,500

324,100

324,700

325,100

325,500

326,000

326,300

326,800

327,300

327,700

327,900

328,200

328,400

328,700

329,000

329,300

329,600

329,800

330,000

330,300

330,600

330,800

331,000

331,200

331,500

331,800

332,000

332,300

332,600

332,800

333,000

333,300

333,600

333,800

334,000

334,300

334,600

334,800

335,000

335,300

335,600

335,800

336,000

371,600

372,100

372,600

373,100

373,500

374,000

374,500

375,000

375,400

375,900

376,400

376,900

377,300

108
109

110
111

112
113

114
115

116
117

118
119

120
121

122
123

124
125

126
127

128
129

130
131

132
133

134
135

136
137

279,600

279,900

280,200

280,500

280,700

280,900

281,200

281,400

281,600

281,900

282,200

282,500

282,700

282,900

283,100

283,400

283,700

283,900

284,100

284,400

284,700

284,900

285,100

285,400

285,700

285,900

286,100

286,400

286,700

286,900

315,600

315,800

316,100

316,400

316,600

316,800

317,100

317,400

317,600

317,800

318,100

318,400

318,600

318,800

319,100

319,400

319,600

319,800

320,100

320,400

320,600

320,800

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

206,200

217,300

235,900

－
－

第
二
条

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

百
十
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
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程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
技

能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
施
行
事
項
）

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

議

会

青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
議
会
議
長

工

藤

慎

康

青
森
県
議
会
告
示
第
六
号

青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
青
森
県
議
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
）

第
百
二
十
四
条

議
会
又
は
議
長
若
し
く
は
委
員
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
議
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ

の
他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た

紙
そ
の
他
の
有
体
物
（
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

２

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
受
け
る
旨
の
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。

３

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該

通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該

通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
当

該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た

時
（
第
十
四
条
、
第
二
十
一
条
、
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
九
十
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一

項
及
び
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
議
員
に
対
す
る
通
知
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
が
さ
れ
た
時
又
は
議
会
等
が
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す
べ
き
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
除
く
。
）
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
若
し
く
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、

当
該
者
に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の

通
知
を
発
し
た
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
）
に
当
該
者
に
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則

の
規
定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
署
名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
署
名
等
に

関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
議
長
が
定
め
る

も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り

本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通

知
に
係
る
文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場

合
そ
の
他
の
当
該
通
知
の
う
ち
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
議
長
が
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定
め
る
場
合
に
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分

に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行
わ
れ
た
通
知
」

と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
通
知
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
百
二
十
五
条

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
議
会
等
が
文
書
等
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と

（
次
項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規

則
の
規
定
に
よ
り
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の
規

則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整

手
当
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二

万
千
円
」
を
「
二
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百

円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
六
千
百
円
」
を
「
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
五

千
三
百
円
」
を
「
五
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
五
（
宿
日
直
手

当
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
二
以
上
百
分
の
三
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百

三
十
・
五
以
上
百
分
の
三
百
三
十
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
六
以
上
百
分
の
三
百
六
十
七
・
五
」

を
「
百
分
の
百
五
十
四
・
五
以
上
百
分
の
三
百
九
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
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十
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
二
」
を
「
百
分
の
百
十
九
以
上
百
分
の
百
三
十
・
五
」
に
、
「
百
分

の
百
三
十
一
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
六
」
を
「
百
分
の
百
四
十
以
上
百
分
の
百
五
十
四
・
五
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
」
に
、
「
百
分
の
百
十

九
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
一
」
を
「
百
分
の

九
十
八
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」

に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
四
十

八
」
を
「
百
分
の
五
十
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
八
」
を
「
百
分
の
六
十
・
五
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
十
五
以
上
百
分
の
二
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の

九
十
二
・
五
以
上
百
分
の
二
百
七
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
七
十
七
・

五
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
七
十
一
」
を
「
百
分
の
七
十

八
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
三
十
・
五
以
上
百
分
の
三
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百

二
十
六
・
二
五
以
上
百
分
の
三
百
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
四
・
五
以
上
百
分
の
三

百
九
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
・
二
五
以
上
百
分
の
三
百
七
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
百
分
の
百
十
九
以
上
百
分
の
百
三
十
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
四
・
七
五
以
上
百
分
の
百

二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
以
上
百
分
の
百
五
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十

五
・
七
五
以
上
百
分
の
百
五
十
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
七
」
を
「
百
分

の
百
三
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
四
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
七
・

五
」
を
「
百
分
の
百
十
三
・
七
五
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十

一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
百
分
の
五
十
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
九
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
・
五
」
を
「
百

分
の
五
十
九
・
二
五
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
二
・
五
以
上
百
分
の
二
百
七
十
七
・
五
」
を

「
百
分
の
八
十
八
・
七
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分

の
八
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
一
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
七
十
八
・
五
」

を
「
百
分
の
七
十
四
・
七
五
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）

の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
三
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
二
万
円
」
を
「
二
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
六
万
七
千
円
」
を
「
八
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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長
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青
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刷
所
・
販
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人
）

青
森
市
第
二
問
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町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
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行

定
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口
一
枚
ニ
付
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一
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銭


